
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試薬，検体を分注する分注用ノズルと、
　洗浄水を供給することで、挿入された前記分注用ノズルを洗浄するノズル洗浄槽と、
　筒形状であって、前記分注用ノズルの挿入端とは異なる端から槽内を真空吸引すること
で、挿入された前記分注ノズルを乾燥する、前記ノズル洗浄槽とは別に設けられたノズル
乾燥槽と、
を備え、
　

こ
とを特徴とする自動分析装置。
【請求項２】
　請求項１記載の自動分析装置において、
　前記ノズル洗浄槽 前記ノズル乾燥槽が、前記分注用ノズ
ルの移動軌道上に設けられていることを特徴とする自動分析装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、分析対象である検体と試薬を混合し、化学反応させることで検体の成分を定量
分析する分析装置に係り、特に試薬と検体の分注用に用いられる分注用ノズルを洗浄，乾
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前記ノズル洗浄槽とノズル乾燥槽が一体化されており、かつ該ノズル洗浄槽と該ノズル
乾燥槽の間に、洗浄水のオーバーフローを防止するオーバーフロー槽が設けられている

，前記オーバーフロー槽および



燥する手段を備えた自動分析装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の自動分析装置では、血液を遠心分離により分離させた検体となる血清をサンプリン
グ機構により反応容器に分注し、次に検査項目に対応した試薬をピペッティング機構によ
り反応容器に分注し、反応容器内で混合攪拌することで反応を促進させた後、反応容器内
の反応液の吸光度を光度計により測定することで検体検査が行われている。その中で、試
薬及び検体の分注に繰返し用いられる分注用ノズルは、試薬及び検体を反応容器に分注後
、洗浄水を用いて分注用ノズルの外壁を洗い流す洗浄を行っている。尚、洗浄後の分注用
ノズルの外壁には洗浄水が残存するが、試薬或いは検体の吐出量と洗浄水の残存量では試
薬或いは検体の吐出量が圧倒的に多いためこれまでの成分分析では影響せず、残存した洗
浄水を除去，乾燥する必要はなかった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、洗浄後の分注用ノズルに洗浄水が残存することは、吸引時に洗浄水を試薬
及び検体へ持ち込み濃度変化を引き起こす懸念があり、今後検体と試薬の少量化を進めて
いく上で、いずれ分析結果に影響を及ぼす恐れがある。
【０００４】
このような状況から本発明の目的は、洗浄時に分注用ノズルの外壁に残存する洗浄水の除
去，乾燥手段を確立することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記目的は、洗浄後分注用ノズルの外壁に洗浄水が残存した分注用ノズルを筒形状の真空
吸引手段で真空吸引し、非接触で除去，乾燥することで達成される。
【０００６】
【発明の実施の形態】
本発明を実施例により詳細に説明する。図１は本発明を適用した自動分析装置の概略図で
ある。
【０００７】
この自動分析装置は、主に反応ディスク１，試薬格納部２，検体格納部３，ピペッティン
グ機構４，サンプリング機構５，光度計６，反応槽７，洗浄機構８，ノズル洗浄乾燥機構
９，制御部１０から構成されている。反応ディスク１には、検体と試薬を混合，攪拌させ
る反応容器１１がホルダ１２を介して複数配置されており、反応ディスク駆動部１３の回
転，停止動作により反応容器１１を一定サイクルで繰り返し移送する。試薬格納部２には
、試薬を入れた試薬容器１４が複数配置されている。検体格納部３には、検体を入れた検
体容器１５が複数配置されている。ピペッティング機構４は、反応ディスク１と試薬格納
部２間を回転移動し、分注用ノズル１６により試薬を反応容器１１へ分注する。サンプリ
ング機構５は、反応ディスク１と検体格納部３間を回転移動し、分注用ノズル１６により
検体を反応容器１１へ分注する。光度計６では、攪拌された検体と試薬の吸光度を測定し
、図示していない信号処理部にて検体の分析が行われる。反応槽７には、一定温度の反応
槽水が循環している。洗浄機構８は、分析後の反応容器１１へ洗浄水１７、或いは洗浄液
を分注し吸引，吐出を繰り返すことで反応容器１１内の洗浄を行う。ノズル洗浄乾燥機構
９は、反応槽７に取り付けられており、反応容器１１へ試薬或いは検体を分注後分注用ノ
ズル１６の洗浄，乾燥を行う。
【０００８】
上記のように構成された自動分析装置は、次のような手順で分析を行う。反応容器１１を
複数配置した反応ディスク１を反応ディスク駆動部１３の回転動作により所定位置に回転
移動し、ピペッティング機構４，サンプリング機構５の分注用ノズル１６で検体及び試薬
を反応容器１１へ定量分注する。分注を終えた分注用ノズル１６はピペッティング機構４
，サンプリング機構５の回転動作によりノズル洗浄乾燥機構９に移送され洗浄，乾燥が行
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われる。検体及び試薬を分注された反応容器１１は、反応ディスク駆動部１３により図示
していない攪拌機構へ移送され混合，攪拌される。攪拌された検体及び試薬は反応液とな
り、光度計６に移送後吸光度が測定され検体の分析が行われる。分析を終えた反応容器１
１は洗浄機構８に移送し内面の洗浄が行われ、新たに検体及び試薬が分注される。こうし
た一連の動作は、各反応容器１１に対し繰り返し行われている。本実施例の自動分析装置
は、上記記載の各部品以外にもポンプやシリンジなどを構成部品として持っており、全て
の動作を制御部９で統括制御している。
【０００９】
図２は本発明を適用したノズル洗浄乾燥機構周辺の断面図であり、図３はノズル洗浄乾燥
機構周辺の概略構成図である。
【００１０】
ノズル洗浄乾燥機構９には、分注用ノズル１６を洗浄水１７で洗浄するノズル洗浄槽１８
，洗浄水１７のオーバーフローを防止するオーバーフロー槽１９，洗浄後に分注用ノズル
１６に残存した洗浄水１７を除去，乾燥するノズル乾燥槽２０があり、これらを一体化し
た構造である。ノズル洗浄乾燥機構９で行われる洗浄は、吸引位置２１で吸引した試薬及
び検体を吐出位置２２の反応容器１１へ吐出後、ピペッティング機構４，サンプリング機
構５の回転動作により洗浄位置２３へ移送させ、給水バルブ２４を開閉し洗浄水１７をノ
ズル洗浄槽１８へ供給後、上下動作によりノズル洗浄槽１８に分注用ノズル１６を送入し
、供給された洗浄水１７で分注用ノズル１６の外壁を洗い流すことで洗浄する。使用した
洗浄水１７は下方から自然落下により排出される。乾燥は、洗浄後の分注用ノズル１６を
上下，回転動作により乾燥位置２５へ移送し、上下動作によりノズル乾燥槽２０に送入し
、吸引バルブ２６を開閉することで筒形状のノズル乾燥槽２０内を真空吸引し、分注用ノ
ズル１６の外壁に残存した洗浄水１７を非接触で除去，乾燥する。また、ノズル洗浄乾燥
機構９は、ピペッティング機構４，サンプリング機構５の軌道上に配置することで吸引，
吐出の洗浄，乾燥の動作を効率良く行うことができる。
【００１１】
また、本実施例では、分注用ノズル１６を備えたサンプリング機構５が回転，上下動作す
るためノズル洗浄乾燥機構を固定した場合で説明したが、ノズル洗浄乾燥機構自体を稼動
させ洗浄及び除去，乾燥を行っても良い。
【００１２】
【発明の効果】
以上説明した本発明により、分注用ノズルの外壁に洗浄で残存した洗浄水は除去，乾燥で
きるため、試薬及び検体の少量化に対応できる自動分析装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した自動分析装置の概略図。
【図２】本発明を適用したノズル洗浄乾燥機構周辺の断面図。
【図３】ノズル洗浄乾燥機構周辺の概略構成図。
【符号の説明】
１…反応ディスク、２…試薬格納部、３…検体格納部、４…ピペッティング機構、５…サ
ンプリング機構、６…光度計、７…反応槽、８…洗浄機構、９…ノズル洗浄乾燥機構、１
０…制御部、１１…反応容器、１２…ホルダ、１３…反応ディスク駆動部、１４…試薬容
器、１５…検体容器、１６…分注用ノズル、１７…洗浄水、１８…ノズル洗浄槽、１９…
オーバーフロー槽、２０…ノズル乾燥槽、２１…試薬或いは検体の吸引位置、２２…試薬
或いは検体の吐出位置、２３…分注用ノズルの洗浄位置、２４…給水バルブ、２５…分注
用ノズルの乾燥位置、
２６…吸引バルブ。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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